
★　会派の状況に関する通知
（毎年４月１日時点）
（条例第6条第1項）

①　会派を結成し政務活動費
の交付を受ける旨の届出
（条例第5条第1項）

②　①、①’の届出の通知
（条例第6条第2項）

又は解散した旨の届出
（条例第5条第2項,第3項）

⑥　収支報告書の提出
（毎年度4月30日まで）
（会派解散後30日以内）

（条例第9条第4項） （条例第9条第3項）

⑦必要に応じて調査
（条例第12条）

③　政務活動費の交付決定（当初、変更）
（条例第7条）

④　政務活動費の交付請求（毎月10日まで）
（条例第8条第1項）

⑤　政務活動費の交付（毎月）
（条例第8条第2項）

⑨　残余額の返還命令
（条例第10条）

⑩　残余額の返還

会
　
　
　
　
派

政務活動費事務手続の流れ

①’①に変更が生じた旨、

⑧ 収支報告書の写しの送付
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